
令和７年 6月 27日 

 

静岡県立大学熱中症予防対応マニュアル 
（WBGT28度以上または気温 31度以上で長時間作業が見込まれる場合） 

 

１ 目的 

本マニュアルは、令和 7年 6月施行の改正労働安全衛生規則の主旨を踏まえ、静岡県立大

学の教職員及び学生の安全かつ健康に活動できる環境を維持・確保することを目的とする。

特に、暑熱環境下において長時間にわたる作業が見込まれる場合における熱中症発症リスク

を最小限に抑えるため、学内及び学外での対応を定めることにより、迅速かつ適切な予防、

および再発防止に向けた体制の整備を図る。 
 

２ 対象者 

  全教職員及び学生           
 

３ 対象となる作業 

  「WBGT（暑さ指数：湿球黒球温度）28度以上（厳重注意）又は気温 31度以上の環境下で

連続１時間以上又は１日４時間を超えて実施」が見込まれる作業 
 

４ 対応区分別マニュアル 別紙「熱中症対応フロー」参照 
 

(1)大学構内における対応  

  ①対象となる活動（例） 

・事務局：清掃、草刈り、設営作業、倉庫内等の長時間作業等 

・授業等：体育館やグラウンドでの授業、オープンキャンパス、サマースクール等 
 

  ②対処行動  

項 目 内 容 

実施可否の 

検討 

作業前に WBGTや天気予報、熱中症警戒アラートを確認する 

熱中症発症リスクが高い場合（WBGT31度、気温 35度以上）は延期も検討する 

装備・備品 

水分・塩分（経口補水液・スポーツドリンク）、 

冷却グッズ（保冷剤、氷、冷水等）、通気性の良い服装、帽子等の日よけ、 

日陰または空調付き施設を確保する 

休憩・補給 
作業前にも水分・塩分補給を行い、作業中は 30分毎を目安に、 

運動時は 10～20分おきに休憩と水分・塩分補給を実施する 

責任者による 

健康観察 

事務局：作業責任者による観察・声掛けを徹底する 

授業等：担当教員等による観察・声掛けを徹底する 

【作業前の確認】睡眠時間、食事の有無、体調など 

【作業中の確認】単独作業を避け、声をかけ合う 

水分・塩分の補給、適切な休憩 

【熱中症を疑う症状の確認】 

・めまい、失神、四肢や腹筋のけいれん（つる）、筋肉痛 

・全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛等 

・足がもつれる、ふらつく、転倒する、突然座り込む、立ち上がれない等  

発 症 時 対 応 

別紙「熱中症対応フロー」に沿って対応し、以下へ連絡する 

【平日の日中の場合（17時 15分迄）】 

・本人又は担当教員等 →健康支援センター（16時迄）へ連絡、 

加えて学生室、総務室へ報告する（症状に応じて事後報告する） 



・重症（呼びかけに応じない場合）→119 番通報（守衛室にも連絡する） 

加えて学生室、総務室、健康支援センターへ報告する 

最終報告：学生室→学生部長、担当学部長、総務室→総務部長へ報告 

【夜間・休日の場合】 

・救急搬送必要時：119番通報し、担当教員または対応者により守衛室 

（054-264-5111）へ連絡する 

・翌日以降（平日）に学生室、総務室へ報告する 

最終報告：学生室→学生部長、担当学部長、総務室→総務部長へ報告 
   

（2）学外活動における対応 

  ①対象となる活動（例）：フィールドワーク、地域連携活動、研修・合宿等 
 

  ②対処行動  

項 目 内 容 

実施可否の 

検討 

出発前に WBGTや天気予報、熱中症警戒アラートを確認する 

熱中症発症リスクが高い場合（WBGT31度、気温 35度以上）は延期も検討する 

装備・備品 

水分・塩分（経口補水液・スポーツドリンク）、 

冷却グッズ（保冷剤、氷、冷水等）、通気性の良い服装、帽子等の日よけ、 

日陰または空調付き施設を確保する 

休憩・補給 
作業前にも水分・塩分補給を行い、作業中は 30分毎を目安に、 

運動時は 10～20分おきに休憩と水分・塩分補給を実施する 

責任者による 

健康観察 

責任者（引率教員等）による事前（参加前）の体調確認など観察・声掛けを 

実施する 

【作業前の確認】睡眠時間、食事の有無、体調など 

【作業中の確認】単独作業を避け、声をかけ合う 

水分・塩分の補給、適切な休憩 

【熱中症を疑う症状の確認】 

・めまい、失神、四肢や腹筋のけいれん（つる）、筋肉痛 

・全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛等 

・足がもつれる、ふらつく、転倒する、突然座り込む、立ち上がれない等  

発 症 時 対 応 

別紙「熱中症対応フロー」に沿って対応する 

【平日の日中の場合（17時 15分迄）】 

・本人又は担当教員等 →学生室、総務室へ報告する 

・重症（呼びかけに応じない場合）→119番通報し、引率教員等より 

学生室・総務室へ報告する 

【夜間・休日の場合】 

・救急搬送必要時：引率教員または対応者により守衛室（054-264-5111）へ 

連絡する 
           参考：環境省 熱中症環境保健マニュアル 2022 

環境省・文部科学省学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き 2024 補足 

 

 

 ５ 熱中症による健康障害発生時の対応計画 

「熱中症対応フロー」（別紙資料） 

 

 



症状の改善があれば 

受診の必要なし 

回復したら帰宅しましょう 

 

熱中症による健康被害発生時の対応計画 
 

熱 中 症 対 応 フ ロ ー 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属部局へ連絡   

学生  → 所属研究室 

      学生室  054-264-5009 

教職員 → 総務室  054-264-5102 

守衛室       054-264-5111 
 

健康支援センター  

医務室   054-264-5117  9:00～16:00（金 15：00） 

健康増進室 054-264-5200  9:00～17:00（金 16：00） 

 
・めまい・立ちくらみ 
・こむら返り 
・手足のしびれ 
・汗がとまらない 

 

・頭痛・吐き気 
・体がだるい 
・判断力の低下 

 
・意識障害 ・けいれん 
・普段通りに歩けない 
・体が熱い 
・呼びかけの返事がおかしい 

水分が飲めない、または 

症状の改善がない場合は 

受診が必要 

すぐに救急車を要請 

119 ここはどこ？ 

名前は？ 

今何をしてる？ 

熱中症を疑う症状があるか？ 

軽症 中症 重症 

はい 
いいえ 

はい ・涼しい場所へ移動 

・安静、衣服を緩める 

・保冷剤などで体を冷やす 

（首回り、脇の下、太股の付け根） 

・冷やした水分・塩分の補給 

(経口補水液・スポーツドリンクなど) 

自力で水分を 

摂取できますか？ 

症状は 

良くなりましたか？ 

呼びかけに応えますか？ 

・涼しい場所へ移動 

・安静、衣服を緩める 

はい 

いいえ 

はい 

守衛室に連絡 

内線 5111 

学生室・総務室 

健康支援センターへ 

報告 

健康支援センターへ 

連絡 

状況を見て 

医務室へ移動 

いいえ 

すみやかに 

医療機関へ 

最終報告先 

学生室→学生部長 

総務室→総務部長 

反応が悪い場合は 

無理に水を飲ませない 

別紙 

はい 

責任者 



 

参考資料 熱中症環境保健マニュアル（環境省）より 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


